
令和２年分から令
和５年分のいずれ
かの年分の申告書
の「外国税額控除
等」欄（㊻〜㊼）
に金額の記載があ
る。
（注１）

修正申告の必要があります。その年分について、
外国税額控除と分
配時調整外国税相
当額控除の双方の
適用がある。
（注２）

双方の適用がある
年分のうち最も古
い年分以降の各年
分について、外国
税額控除の額の変
動の有無を確認し
ます。
（注３）

該当年分について、
申告納税額の変動
の有無を確認しま
す。
（注３）

「翌年繰越額」の
変動の有無を確認
します。
（注３）

修正申告の必要はありません。

変動する額が100円以上の年分

変動する額が100円未満の年分

修正申告の必要はありません。

※ 令和２年分から令和５年分
の修正申告書又は令和６年分
の確定申告書の提出に当たっ
ては、申告書を提出しない年
分についても正しく計算した
「外国税額控除に関する明細
書」を作成し、その内容を踏
まえて、提出する年分の申告
書を作成する必要があります
ので、ご注意ください。

はい

いいえ

はい

いいえ

変動あり

全ての年分で
変動なし

変動あり

変動なし

（注）１ 「外国税額控除等」欄への金額の記載の有無は申告書の控等で確認できます。
２ 外国税額控除及び分配時調整外国税相当額控除の適用の有無は、「外国税額控除
に関する明細書」及び「分配時調整外国税相当額控除に関する明細書」の控等で確
認できます。

３ これらは「外国税額控除検証用ツール」で確認できます（令和７年１月６日以降
は、「確定申告書等作成コーナー」でも確認可能となります。）。


